
 

防災・減災、国土強靭化対策の継続的な推進を求める意見書 

                        

 近年、全国各地では風水害や地震をはじめとする自然災害が頻繁化・激甚化してお

り、市民の生命・財産を守る防災・減災、国土強靭化は一層その重要性が増している。 

国においては、「経済財政運営と改革の基本方針 2020」において、令和２年度まで

の「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」を集中的に実施するとともに、

その実施状況を踏まえ、国土強靭化の取組の加速化・深化を図るとしている。 

本市においても、強靭な地域づくりのため、「江南市地域強靭化計画」の策定を進め

ているところであるが、発生が危惧される南海トラフ地震をはじめ、大規模な自然災

害から市民の生命・財産を守るためには、十分な財源を確保し計画的に社会資本整備

などを推進することが極めて重要である。 

よって、国においては、防災・減災、国土強靭化の継続的な推進を図るため、下記

の事項を確実に実現されるよう強く要望する。 

 

記 

 

１．国土強靭化地域計画に基づく取組を確実かつ継続的に進めるため、「防災・減災、

国土強靭化のための３か年緊急対策」終了後も、同様の予算・財源を安定的に確保

すること。 

 

２．道路・上下水道などの重要な社会資本の維持管理・長寿命化について、一層の補

助採択基準の緩和や補助率の引上げなど国庫補助制度の拡充を図るとともに、地方

財政措置の拡充を図ること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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